
第１ 策定の趣旨

本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下「給特法」

という。）第８条の規定に基づき、むかわ町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が服務を

監督する教育職員の業務量の適切な管理、その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講

ずべき措置を定めるものである。

教育職員が心身ともに健康で、その専門性を最大限に発揮できる環境を整備することにより、

児童生徒への質の高い教育を持続的に提供するとともに、本町教育の一層の充実を図ることを目

的とするものである。

第２ 計画の期間

本計画の期間は、令和８年度から令和 11 年度までの４年間とする。 ただし、期間内であって

も、国の動向、教育現場の実態の変化等に応じて、必要があれば速やかに内容の見直しを行うも

のとする。

第３ 対象となる職員の範囲

本計画の対象となる職員は、むかわ町立学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、講師（以下「教育職員」という。）とする。

第４ 業務量管理に関する措置

１ 在校等時間の現状と課題

本町における教育職員の時間外在校等時間の状況（令和７年度実績値等）は以下のとおりであ

る。

・時間外在校等時間の年平均：小学校 24.0 時間、中学校 30.8 時間

・月 45 時間を超える教職員の割合：小学校 5.9％、中学校 20.9％

・月 80 時間を超える教職員の割合：小学校 0.0％、中学校 0.3％

２ 在校等時間の上限等に関する目標

教育職員の心身の健康を保持し、ワークライフバランスを実現するため、以下の数値を目標と

する。

・１か月において 45 時間以内の割合を 100％にする。

・１年間において 360 時間以内の割合を 100％にする。

・令和 11年度末までに、教育職員の１か月当たりの時間外在校等時間の平均を 30

時間程度にすることを目指す。

３ 「業務の３分類」に基づく役割分担と適正化の推進

国および北海道の指針に基づき、本町の実情に即した以下の分類に従い、業務の適正化と教職

員の負担軽減を推進する。
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（イ）学校以外が担うべき業務（原則として学校・教員は主体とならない）

地域、家庭、行政が主体となり、教育委員会がその体制を維持・支援する業務である。

・登下校時の見守り・校外巡回：通学路の見守りや放課後の夜間巡回等は、既に交通安全

協会や補導委員会等の地域組織が主体となって実施されており、今後もこの体制を維持

する。学校は代表として参画しつつも、主体は地域にあることを改めて確認し、教員の

負担軽減を図る。

・学校徴収金の徴収・管理：本町において給食費は学校が関与しない体制が確立されてお

り、これを継続する。その他の徴収金についても、教員の事務負担が生じないよう、学

校と家庭の適切な役割分担を推進する。

・過剰な苦情等への対応：学校のみでは解決困難な事案に対し、教育委員会事務局が窓口

となり対応する。法的専門性が必要な場合は、町部局と連携し、役場顧問弁護士等の専

門家を活用できる支援体制を整える。

（ロ）教師以外が積極的に参画すべき業務（事務職員や外部人材が主体）

専門性を持つ職員や施設の有効活用により、教師が授業準備等に専念できる環境を作る業務

である。

・調査・ウェブサイトの管理：学校長の判断に基づきつつ、各種調査への回答や学校ウェ

ブサイトの更新等に事務職員等が積極的に参画できるよう、校内体制の整備を支援する。

・施設・設備の管理：町保有の各施設を有効活用する現行の効率的な体制を継続する。ま

た、体育館等の学校開放事業については、教育委員会事務局が外部との連絡調整を一括

して担い、学校側は校内調整に専念する現在の役割分担を徹底することで、管理職（教

頭等）の事務負担の最小化を図る。その他の施設管理についても、必要に応じて外部委

託の検討や事務職員との適切な役割分担を推進する。

・部活動（地域展開の推進）：本町で先行している「地域クラブ化」をさらに推進する。教

職員の自発的な協力・連携を尊重しつつも、地域主体の運営体制を強化することで、教

職員の指導負担の平準化と軽減を図る。

（ハ）教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務（効率化・外部支援）

教師が本来担うべき業務だが、町独自の支援策等により時間を創出すべき業務である。

・授業準備・学習支援の補助：教育委員会が配置する会計年度任用職員（介助員、特別支

援教育支援員、学習支援員、ICT 支援員、図書支援員等）について、各学校の実態に応

じ、本務の遂行に併せて学級事務補助等の業務を担う体制を推進する。これにより、児

童生徒へのきめ細かな支援や学習環境の充実を図るとともに、担任教員の付随的業務を

軽減し、直接の指導に専念できる時間を創出する。

・学校行事の精選・重点化：各学校の判断による行事の見直しや精選を尊重し、教育委員

会として必要な助言・支援を行う。前例にとらわれない創意工夫により、準備等にかか

る業務量の抑制を促進する。

・専門家との連携による相談支援：北海道教育委員会派遣のスクールカウンセラー（SC）

も活用しながら、本町独自の予算と組み合わせ、SC の来校回数を保障し、質の高い相談

体制を維持する。専門家と教職員が組織的に連携することで、複雑化する教育課題への

対応力を高める。

第５ 健康確保に関する措置

１ 医師による面接指導の実施

１か月の時間外在校等時間が 80 時間を超えた教育職員に対し、産業医等による面接指導を確



実に実施する。医師の意見に基づき、必要に応じて職務内容の変更等の適切な措置を講じる。

２ メンタルヘルス対策の推進

・ストレスチェックの実施：毎年１回、全職員を対象に実施し、実施率 100％を目指す。

・相談体制の周知：心身の健康問題等に関する外部相談窓口等の周知を徹底する。

３ 休暇取得の促進と休息時間の確保

・年次有給休暇の取得促進：年間 15日以上の取得を目標とする。

・勤務間インターバルの確保：終業から始業までに、11 時間を目安とした休息時間を確保する

取組を推進する。

・定時退勤日及び学校閉庁日の設定：月４回以上の定時退勤日の実施を推奨し、夏季・冬季休

業期間中における連続した学校閉庁日を設定する。

第６ 計画の推進・検証体制

１ 進捗状況の点検・評価（PDCA）

教育委員会は、毎年度、在校等時間の状況等を把握・分析し、その結果をホームページ等で公

表するとともに、総合教育会議において報告を行う。

２ 保護者・地域住民等への理解促進

学校における働き方改革の趣旨（＝教育の質の向上）について、学校運営協議会やホームペー

ジ等を通じて積極的に情報を発信し、保護者や地域住民の理解と協力を得る取組を推進する。

３ 計画の継続的な改善

本計画は、実際の進捗状況や学校現場の意見を踏まえ、より実効性の高いものへと必要に応じ

計画を見直すものとする。

附 則

この計画は、令和８年６月３０日に策定し、令和８年４月１日から適用する。


